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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第67期

第３四半期
連結累計期間

第68期
第３四半期
連結累計期間

第67期

会計期間
自平成28年６月１日
至平成29年２月28日

自平成29年６月１日
至平成30年２月28日

自平成28年６月１日
至平成29年５月31日

売上高 （千円） 41,386,701 44,890,081 56,299,598

経常利益 （千円） 524,516 608,527 816,782

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 320,832 388,370 412,671

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 503,345 331,762 481,509

純資産額 （千円） 2,849,859 4,108,108 2,828,023

総資産額 （千円） 16,928,115 17,962,834 17,674,979

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 27.09 32.76 34.84

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 16.8 22.9 16.0

 

回次
第67期

第３四半期
連結会計期間

第68期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年12月１日
至平成29年２月28日

自平成29年12月１日
至平成30年２月28日

１株当たり四半期純利益 （円） 14.20 14.98

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．平成29年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について、当該

有価証券報告書の提出日以後、当第３四半期連結会計期間の末日現在までの間において変更及び追加すべき事項が生

じております。以下の内容は当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更及び追加箇所については

　　罫で示しております。

　なお、文中の将来に関する事項は、当第３四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

 

(1）食品の安全性

　当社グループでは、食に携わる企業として食品の衛生、品質管理面では十分な注意を払っておりますが、賞味

期限切れ商品の誤出荷・販売その他、食品の安全性等でトラブルが発生した場合、また、その対応に不備があっ

た場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。さらに、牛ＢＳＥ（牛海綿状脳症）、鳥イ

ンフルエンザ、異物混入のような食品の安全性において予期せぬ事態が発生した場合、売上だけでなく商品の調

達面にも影響を及ぼす可能性があります。

(2）為替の変動及び商品市況

　当社グループは、食材の一定量を海外の商社やメーカーから調達しております。為替の変動により調達価格が

変動することから、為替予約を行う等為替変動の影響の軽減に努めておりますが、海外通貨に対し円安方向に進

行した場合、調達価格が上昇し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、為替だけでな

く、農作物の作況等の情勢により食材の市況が変動したり、輸入規制措置が発令された場合等、食品の需給動向

に大きな変化が生じた場合、及び貝類を中心とした水産品の漁獲高の変動、需給動向により市況に大きな変動が

生じた場合には、同様に当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(3）外食産業の動向

　当社グループの主要顧客は、アミカ事業の一般のお客様を除いて、大手外食チェーン、ホテル、レストラン、

事業所給食及び小規模外食業者等の外食産業に携わるお客様であります。外食産業の動向は、当社グループの業

績に変動を及ぼす可能性があります。

(4）法的規制

　当社グループは、事業の遂行にあたって、食品安全基本法、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適

正化に関する法律（ＪＡＳ法）、不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）等の食品の品質・衛生・表示に

関する各種法的規制の適用を受けているほか、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止

法）、下請代金支払遅延等防止法（下請法）、製造物責任法（ＰＬ法）、個人情報の保護に関する法律、建築基

準法等の法的規制の適用を受けています。当社グループは、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を定例

的に開催し、役職員に対するコンプライアンス教育の実施等、これらの法令の遵守に努めておりますが、将来的

に当社グループが規制を受けている法令の変更や新たな法令の施行等があった場合は、当社グループの事業活動

が制限される可能性があります。各種規制事項を遵守するためのコストが増加することにより、当社グループの

業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5）風評リスク

　当社グループでは、プライベートブランド商品製造委託工場等に対し「食品衛生法等の遵守、衛生管理面の徹

底、原材料表示の明確化等」の指導強化を図っております。しかしながら、プライベートブランド商品による食

中毒の発生や異物混入等が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、仕入先

における無許可添加物の使用等による商品に対する不信や、同業他社の衛生問題等による連鎖的風評その他、各

種の衛生上の問題が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(6）地域の経済状況

　当社グループの販売先は、東海地区に集中しており、東海地区における景気後退や需要の減少が、当社グルー

プの販売状況に影響を与える可能性があります。外商事業では、東京支店、横浜支店を中心に関東地区における

販路拡大を進めておりますが、アミカ事業では東海地区に店舗が集中しており、東海地区以外への展開には今

後、相当の時間を要すると考えられるため、東海地区の経済が悪化した場合には、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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(7）取引先等の信用リスク

　当社グループは、売掛債権につきましては、取引先の経営状況に応じた与信枠を設定し与信管理を行い、取引

先に応じた貸倒引当金を計上し、不良債権の発生に備えております。なお、一部の仕入先で発生する前渡金につ

きましても、売掛債権と同様に与信管理の対象としております。当社グループの取引先は多岐にわたっており、

特定の取引先に依存している状況ではありませんが、大口取引先の急激な財務状態の悪化等により信用リスクが

拡大し、貸倒引当金の積み増しが必要となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(8）出店・退店政策と競合店

　当社グループは、営業基盤の拡充を図るため、アミカ事業では、新規出店と不採算店舗の閉鎖を計画的に実施

しておりますが、適切な店舗用地の確保に時間を要する場合等、新規出店が計画どおりとならない場合や、不採

算店舗の閉鎖等による減損損失の計上が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、営業エリア内の競合店の出現は、当社グループの店舗の業績に影響を与える可能性があります。

(9）固定資産の減損損失

　当社グループは、固定資産の減損に係る会計処理を適用しております。外商事業における営業拠点やアミカ事

業における店舗等の保有する固定資産について、収益性の低下により簿価が回収できない場合等で減損処理が必

要になった場合、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10）自然災害、天候要因等

　当社グループは、東海、関東、関西地区に営業拠点を設け事業を展開しておりますが、これらの地域で自然災

害が発生した場合、人・建物の被害や物流・サービスの提供などに遅延や停止が生じ、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。また、コンピュータ基幹システムにおきましては、データのバックアップ、基幹

システムの分散化等の対策を実施しておりますが、万一壊滅的な損害を被った場合、当社グループの業務に遅滞

が発生し、復旧に長期間を要する場合、業績に影響を与える可能性があります。更に、冷夏、暖冬など天候要因

により、行楽やイベント等の中止・減少など消費者行動に影響を及ぼす予期せぬ変化によって、当社グループの

業績は影響を受ける可能性があります。

(11）資金繰り

　当社グループの有利子負債依存度（有利子負債残高／総資産）は37.8％（平成29年５月31日現在）となってお

り、比較的高い水準といえますが、アミカ事業におきましては、店舗における販売は概ね現金販売であるため、

資金繰りの改善に寄与しております。しかし、業績の悪化などにより、事業が計画通りに推移しない場合には、

金融機関からの資金調達が厳しくなることも想定され、当社グループの資金繰りに影響を及ぼす可能性がありま

す。

(12）金利の変動

　当社グループは、金融機関からの資金調達において金利変動リスクを負っております。金利の動向には充分注

視し、必要に応じてその対策を実施いたしますが、金利が大きく変動した場合は、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(13）業績の季節変動

　当社グループの売上高は、販売先である外食産業等の需要動向の影響を受けます。特に需要の多い12月及び第

４四半期（３月～５月）の業績は他の期間と比較して売上高が増加し、とりわけ収益面においては、通期の営業

利益、経常利益、当期純利益等に占める比率が高くなる傾向にあります。このため、当該時期の販売動向によっ

ては、通期の業績に影響を及ぼす可能性があります。

(14）個人情報保護

　当社グループは、ポイントカードとして発行するアミカカードの所有者の個人情報を保管・管理しておりま

す。個人情報はもとより、情報の取り扱いについては、情報管理責任者を選任し、情報の利用・保管などに社内

ルールを設け、その管理を徹底し万全を期していますが、万一トラブルによる情報流出や犯罪行為などによる情

報漏洩が発生した場合、また、その対応に不備があった場合、社会的信用を失うダメージや被害に対する損害賠

償の発生など当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

(15）保有有価証券の価格の変動

　当社グループは、取引先企業や取引金融機関の株式等の有価証券を13億９百万円（平成29年５月31日現在）保

有しております。景気や市場動向、発行体の信用状況等によって保有している有価証券の価格が下落した場合、

減損もしくは評価損が発生し、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(16）子会社の管理体制について

当社グループは、連結財務諸表を作成し連結グループ経営をしており、当社は、連結子会社についてその運営

にあたり、適切な管理及び支援を行っております。しかしながら、当社による連結子会社への管理及び支援が適

切に行われず、当該連結子会社の業績の悪化や不祥事等が発生した場合、当社グループの事業及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(17）内部管理体制について

当社グループはゴーイング・コンサーンとして価値ある成長を継続していくためには、健全な企業活動の徹

底が重要であると考えております。会社の業務執行の適正性・健全性を確保するために内部統制が有効に機能す

る体制を構築、整備、運用しておりますが、事業の急速な拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつか

ず、適切な事業運営が困難となり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が改善するなど、景気は緩やかな回復基

調で推移しているものの、米国の政策運営の影響や地政学的リスクの高まりなど、先行きは不透明な状況が続いて

おります。

　当社グループの主要販売先である外食産業におきましては、依然として消費者の節約志向・低価格志向は根強

く、さらに人手不足による人件費や物流費の上昇などにより、厳しい経営環境が継続しております。

　このような環境のなか、当社グループでは業務用食品等の卸売事業である「外商事業」において、新規開拓の強

化に加え、既存得意先との取引拡大や前連結会計年度に獲得した新規得意先が寄与し、売上が伸長いたしました。

また、業務用食品等の小売事業である「アミカ事業」において、品揃えの充実化や営業活動の強化など、来店客数

の増加に向けた取り組みを進めてまいりました。

　両事業におきましては、収益性の向上を図るため、当社プライベートブランド商品や業務用食品販売事業者の共

同オリジナルブランド商品の販売強化と全社的な業務の効率化を継続して行ってまいりました。

　さらに、水産品の卸売事業である「水産品事業」では、連結子会社である株式会社マリンデリカにおいて、既存

得意先との深耕を図るとともに、新規得意先の開拓など販路の拡大に取り組んでまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は448億90百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は５億89百万

円（前年同期比16.0％増）、経常利益は６億８百万円（前年同期比16.0％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益は３億88百万円（前年同期比21.1％増）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（外商事業）

　当事業におきましては、商品提案会を実施するなど、既存得意先との深耕に努めるとともに、大手外食チェーン

やホテル、レストランなど多様な外食産業に対する新規開拓に注力してまいりました。また、提案型営業を強化す

るため商品知識の向上に取り組むほか、業務の効率化による人件費の削減や物流費をはじめとした経費の抑制に取

り組み、収益性の向上を図ってまいりました。

　この結果、外商事業の売上高は299億81百万円（前年同期比12.6％増）となり、営業利益は２億27百万円（前年

同期比11.7％増）となりました。

 

（アミカ事業）

　当事業におきましては、それぞれの店舗において、品揃えの充実やメーカーフェアー等の販売施策の展開、近隣

飲食店等への営業活動の強化などに注力したことに加え、前連結会計年度に開設した新規店舗や、ネットショップ

が寄与し、売上が伸長いたしました。新規出店については、平成29年12月に福井文京店（福井県福井市）を開業い

たしました。

　この結果、アミカ事業の売上高は137億51百万円（前年同期比1.8％増）となり、営業利益は10億43百万円（前年

同期比3.8％減）となりました。

　なお、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は、愛知県・岐阜県を中心として44店舗であります。
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（水産品事業）

　当事業におきましては、連結子会社である株式会社マリンデリカにおいて、大手水産会社をはじめとする既存得

意先との深耕を図るとともに、海外を含めた新規得意先の開拓など、国内外への販路拡大に努めてまいりました。

また、採算管理の徹底や経費抑制に取り組み収益改善に努めるとともに、外商事業及びアミカ事業と連携し当社グ

ループの水産品ラインナップ強化を推進してまいりました。

　この結果、水産品事業の売上高は12億34百万円（前年同期比6.2％減）となり、営業利益は46百万円（前年同期

は営業損失69百万円）となりました。

 

(2）財政状態の状況

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して受取手形及び売掛金が６

億20百万円減少したものの、現金及び預金が８億43百万円、商品が２億42百万円増加したこと等により、流動資産

は全体で３億92百万円増加しました。一方固定資産は、投資有価証券が１億27百万円減少したこと等により、全体

で１億４百万円減少しました。その結果、資産総額は前連結会計年度末と比較して２億87百万円増加し、179億62

百万円となりました。

（負債）

　負債残高につきましては、前連結会計年度末と比較して短期借入金が14億８百万円増加したものの、支払手形及

び買掛金が７億72百万円、１年内返済予定の長期借入金が３億40百万円減少したこと等により、流動負債が全体で

８百万円減少しました。一方固定負債は、長期借入金が10億27百万円減少したこと等により、全体で９億83百万円

減少しました。その結果、負債総額は、前連結会計年度末と比較して９億92百万円減少し、138億54百万円となり

ました。

（純資産）

　純資産残高につきましては、前連結会計年度末と比較して増資により資本金が５億12百万円、資本剰余金が５億

12百万円増加したこと、利益剰余金が３億11百万円増加したこと等により、12億80百万円増加し、41億８百万円と

なりました。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,720,000

計 30,720,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成30年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年４月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 13,243,200 13,450,800
東京証券取引所

市場第一部

発行済株式は全て完

全議決権株式かつ、

権利内容に限定のな

い株式であります。

単元株式数は100株

であります。

計 13,243,200 13,450,800 － －

（注）平成30年３月23日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が207,600株、資本金が

88,688千円、資本準備金が88,688千円増加しております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
 発行済株式
 総数増減数

 （株）

 発行済株式
 総数残高
  （株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

 資本準備金
  増減額
 （千円）

 資本準備金
   残高
 （千円）

平成30年２月26日

（注）１
1,200,000 13,243,200 512,652 987,684 512,652 891,482

（注）１．有償一般募集

発行価格　　　　　　896円

発行価額　　　　 854.42円

資本組入額　　　 427.21円

払込金総額　1,025,304千円

２．平成30年３月23日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が207,600株、資本金が

88,688千円、資本準備金が88,688千円増加しております。
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年11月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成30年２月28日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　 200,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　11,842,000 118,420 －

単元未満株式 普通株式　　　　 1,200 － －

発行済株式総数 12,043,200 － －

総株主の議決権 － 118,420 －

（注）１．平成30年２月26日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が1,200,000株増加してお

ります。上記の株式数及び議決権の数につきましては、発行前の数値にて記載しております。

２．平成30年３月23日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が207,600株増加してお

ります。上記の株式数及び議決権の数につきましては、発行前の数値にて記載しております。

 

②【自己株式等】

平成30年２月28日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社大光
岐阜県大垣市浅草

二丁目66番地
200,000 － 200,000 1.66

計 － 200,000 － 200,000 1.66

（注）１．平成30年２月26日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が1,200,000株増加してお

ります。上記の発行済株式総数に対する所有株式数の割合は発行前の株式数を基に算出しております。

２．平成30年３月23日を払込期日とする第三者割当による増資により、発行済株式総数が207,600株増加してお

ります。上記の発行済株式総数に対する所有株式数の割合は発行前の株式数を基に算出しております。
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。

(1）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

常務取締役 購買本部長 伊藤　光 平成30年３月31日

 

(2）役員の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役

管理本部長兼

総務部長

購買本部　管掌

常務取締役
管理本部長兼

総務部長
秋山　大介 平成30年４月１日

 

(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　男性10名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年12月１日から平

成30年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成29年６月１日から平成30年２月28日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年２月28日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 388,906 1,232,709

受取手形及び売掛金 5,295,831 4,674,936

有価証券 30,288 －

商品 3,455,829 3,697,949

貯蔵品 17,525 23,727

繰延税金資産 100,732 58,793

その他 771,574 763,663

貸倒引当金 △8,316 △6,833

流動資産合計 10,052,372 10,444,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,276,184 3,335,971

その他（純額） 1,320,194 1,304,486

有形固定資産合計 4,596,378 4,640,458

無形固定資産 46,239 35,771

投資その他の資産   

投資有価証券 1,279,112 1,151,265

その他 2,180,768 2,169,869

貸倒引当金 △479,891 △479,477

投資その他の資産合計 2,979,989 2,841,658

固定資産合計 7,622,607 7,517,888

資産合計 17,674,979 17,962,834
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年５月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成30年２月28日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,969,138 5,197,083

短期借入金 1,709,000 3,117,000

1年内返済予定の長期借入金 1,764,940 1,424,362

未払法人税等 189,812 43,264

賞与引当金 196,004 99,388

ポイント引当金 22,939 17,056

その他 947,366 892,151

流動負債合計 10,799,200 10,790,306

固定負債   

長期借入金 2,771,728 1,744,210

役員退職慰労引当金 217,879 231,636

退職給付に係る負債 328,003 346,930

資産除去債務 287,370 298,205

その他 442,774 443,436

固定負債合計 4,047,755 3,064,418

負債合計 14,846,956 13,854,725

純資産の部   

株主資本   

資本金 475,032 987,684

資本剰余金 378,830 891,482

利益剰余金 1,905,371 2,216,761

自己株式 △33,901 △33,901

株主資本合計 2,725,332 4,062,026

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 115,990 58,221

繰延ヘッジ損益 107 △1,191

退職給付に係る調整累計額 △13,406 △10,946

その他の包括利益累計額合計 102,691 46,082

純資産合計 2,828,023 4,108,108

負債純資産合計 17,674,979 17,962,834
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年６月１日
　至　平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年６月１日
　至　平成30年２月28日)

売上高 41,386,701 44,890,081

売上原価 33,653,376 36,562,360

売上総利益 7,733,324 8,327,721

販売費及び一般管理費 7,225,613 7,738,691

営業利益 507,711 589,030

営業外収益   

受取利息 10,359 8,977

受取配当金 7,361 10,195

受取賃貸料 61,009 48,969

受取手数料 15,520 16,473

その他 18,417 21,623

営業外収益合計 112,669 106,240

営業外費用   

支払利息 25,365 21,174

賃貸費用 55,202 54,765

固定資産除売却損 8,905 3,986

その他 6,390 6,815

営業外費用合計 95,864 86,742

経常利益 524,516 608,527

税金等調整前四半期純利益 524,516 608,527

法人税、住民税及び事業税 153,174 177,290

法人税等調整額 50,509 42,865

法人税等合計 203,684 220,156

四半期純利益 320,832 388,370

親会社株主に帰属する四半期純利益 320,832 388,370
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成28年６月１日
　至　平成29年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成29年６月１日
　至　平成30年２月28日)

四半期純利益 320,832 388,370

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 175,751 △57,769

繰延ヘッジ損益 160 △1,299

退職給付に係る調整額 6,600 2,459

その他の包括利益合計 182,512 △56,608

四半期包括利益 503,345 331,762

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 503,345 331,762

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

 

EDINET提出書類

株式会社大光(E24129)

四半期報告書

14/19



【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成28年６月１日
至 平成29年２月28日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成29年６月１日
至 平成30年２月28日）

減価償却費 346,254千円 348,704千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年６月１日　至平成29年２月28日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成28年８月24日

定時株主総会
普通株式 35,529 ６  平成28年５月31日 平成28年８月25日 利益剰余金

 平成28年12月26

日　取締役会
普通株式 35,529 ６  平成28年11月30日 平成29年２月10日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年６月１日　至平成30年２月28日）

１．配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

 平成29年８月23日

定時株主総会
普通株式 35,529 ６  平成29年５月31日 平成29年８月24日 利益剰余金

 平成29年12月25

日　取締役会
普通株式 41,451 3.5  平成29年11月30日 平成30年２月13日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成30年２月26日を払込期日とする一般募集による新株式発行により、資本金が512,652千円、資

本準備金が512,652千円増加しております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が987,684千円、資本準備金が891,482千円となって

おります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成28年６月１日　至平成29年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
 外商事業 アミカ事業 水産品事業 合計

売上高        

外部顧客への売上高 26,633,728 13,497,050 1,244,500 41,375,279 11,422 － 41,386,701

セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,054 14,611 72,074 87,739 － △87,739 －

計 26,634,782 13,511,662 1,316,574 41,463,018 11,422 △87,739 41,386,701

セグメント利益又は

損失（△）
203,955 1,084,138 △69,598 1,218,494 △452 △710,330 507,711

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を含んでおりま

す。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△710,330千円は、当社の本社経費等であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　重要な事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成29年６月１日　至平成30年２月28日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３
 外商事業 アミカ事業 水産品事業 合計

売上高        

外部顧客への売上高 29,979,715 13,736,574 1,162,218 44,878,507 11,574 － 44,890,081

セグメント間の内部売

上高又は振替高
1,808 15,174 72,716 89,699 － △89,699 －

計 29,981,523 13,751,748 1,234,935 44,968,207 11,574 △89,699 44,890,081

セグメント利益 227,797 1,043,289 46,120 1,317,208 1,063 △729,242 589,030

　（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、太陽光発電事業を含んでおりま

す。

２．セグメント利益の調整額△729,242千円は、当社の本社経費等であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　重要な事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成28年６月１日
至　平成29年２月28日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成29年６月１日
至　平成30年２月28日）

１株当たり四半期純利益 27円９銭 32円76銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（千円） 320,832 388,370

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（千円）
320,832 388,370

普通株式の期中平均株式数（株） 11,843,192 11,856,379

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成29年６月５日開催の取締役会決議に基づき平成29年７月１日付で普通株式１株につき、２株の割合で株

式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期

純利益を算定しております。

 

（重要な後発事象）

（第三者割当増資による新株式発行）

　当社は、平成30年２月９日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證

券株式会社が当社株主より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第

三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議しており、平成30年３月23日に払込が完了いたしました。

①募集方法：第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）

②発行する株式の種類及び数：普通株式207,600株

③払込金額：１株につき854.42円

④資本組入額：１株につき427.21円

⑤資本組入額の総額：88,688千円

⑥払込金額の総額：177,377千円

⑦払込期日：平成30年３月23日

⑧資金の使途：当社外商事業における既存設備改修や当社アミカ店舗新規出店及び既存設備改修のための設備投

資資金、アミカ新規店舗及び既存店舗の商品仕入等のための運転資金に充当する予定でありま

す。

 

２【その他】

　平成29年12月25日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・41,451千円

　（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・３円50銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成30年２月13日

　　（注）平成29年11月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成３０年４月９日

株式会社　大　光  

 取締役会　御中  

 

  有限責任監査法人　トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士  家元　清文　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士  坂部　彰彦　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大光

の平成２９年６月１日から平成３０年５月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２９年１２月１日

から平成３０年２月２８日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２９年６月１日から平成３０年２月２８日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大光及び連結子会社の平成３０年２月２８日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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